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第 1 条（約款の適用） 

1. いんでガス光利用約款（以下「本約款」といいます。）は、宮城ケーブルテレビ株式会

社・テレビジョン放送サービス約款・緊急地震速報サービス利用規約・インターネット

接続サービス標準契約約款・電気通信役務利用放送サービス契約約款（以下「基本約款」

といいます。）の追加約款であり、基本約款と一体となって適用されます。 

2. 本約款は、いんでガス光で提供するサービス（以下「本サービス」といいます。）及び付

随するサービス（以下「オプションサービス」といいます。）の利用条件等を定めること

を目的とし、本サービス及びオプションサービスを提供・利用する際の当社と本サービ

ス利用者（以下「利用者」といいます。）との間の一切の関係に適用されます。 

3. 基本約款と本約款が抵触する場合、本約款が優先して適用されます。 

 

第 2 条（約款の変更） 

1. 当社は、利用者と個別の協議をすることなく本約款を変更することができ、利用者は約

款の変更をあらかじめ異議なく承諾するものとします。 

2. 当社は、変更後の本約款を速やかに利用者に通知します。 

3. 本契約が変更された場合、料金その他の提供条件、利用内容は変更後の約款によります。 

 

第 3 条（サービスの概要） 

1. 本サービスは東日本電信電話株式会社（以下「NTT 東日本」といいます。）が提供する

IP 通信網を使用して、IP 通信網サービス、インターネット接続サービスを提供するも

のであり、その料金は、別表に記載のとおりとします。 

2. 本サービスはベストエフォート方式のサービスであり、通信設備や利用者の利用端末、

宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況、その他の理由により変化し、

通信速度が低下するものであることを、利用者は了承するものとします。 

3. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。 

4. 当社は、IP 通信網サービスを利用する他の利用者に影響を及ぼす程度の高トラフィッ

クを伴う利用を発見した場合は、当該利用者の利用を制限することがあります。 

5. 本サービス及びオプションサービスの提供終了は NTT 東日本がサービスを終了すると

きとします。ただし、各サービスの提供期間内であっても、事情により予告なく提供期

間を短縮し、または、提供を終了する場合があります。 

 

第 4 条（契約の単位） 

当社は、本サービスに係る契約に基づいて、利用者が利用する電気通信回線（以下「契約者

回線」といいます。）1 回線ごとに 1 つの本サービスを締結します。この場合、利用者は 1

つの本サービス契約に対し 1 つの個人又は法人に限ります 

第 5 条（契約申込手続の特則） 

申込者は、当社所定の方法による申込をなし、当社による契約者登録を受けることによって、

当社が指定するサービス開始日より本サービスを利用することができます。 



 

第 6 条（転用申込手続の特則） 

NTT 東日本が提供する光回線サービス（以下「フレッツ光」といいます。）の契約者がフレ

ッツ光サービスから本サービスへ変更（以下「転用」といいます。）する場合、申込者は以

下に同意するもとします。 

（1） NTT 東日本が発行する転用承諾番号を当社に提出するものとします。 

（2） 当社は、申込者と NTT 東日本の間に締結しているフレッツ光の契約について、解

除の通知があったものとして取扱い、転用実施日の前日をもって終了する手続を行

います。 

（3） 申込者がフレッツ光に付随するサービス（第 13 条、第 14 条に規定するオプション

サービス同等のサービスに限ります。）を契約している場合は、フレッツ光と同時に

転用するものとし、当社は前号の規定に準じて取り扱うものとします。 

（4） 申込者がフレッツ光の契約における開通工事費用（以下「フレッツ光工事費用」と

いいます。）を分割払いし、本サービスの契約成立時点においてその支払いを完了し

ていない場合、かかる時点において未払いのフレッツ光工事費用について、当社が

NTT 東日本に代わって請求し、申込者は、その当該フレッツ光工事費を当社に支払

うものとします。 

（5） 申込者は契約を解除する時点において、当社が NTT 東日本に代わって請求する未

払いのフレッツ光工事費用がある場合、未払いのフレッツ光工事費用を一括で当社

に支払うものとします。 

 

第 7 条（初期契約解除等） 

1. 利用者は、契約内容書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令に基

づき、文章によりその契約の解除を行うことができます。 

2. 前項による契約の解除は、同項の文章を発したときにその効力を生じます。 

3. 本条第 1 項の規定に基づき契約の解除を行う場合、加入者は宅外引き込み工事、宅内工

事、解除に伴う撤去工事等に要した全ての費用及び手数料、解除までに提供された本サ

ービスの料金を負担するものとします。 

 

第 8 条（契約内容の変更） 

利用者は、本サービスの契約成立後に別表 2 に定める住居タイプ及び速度等の契約内容の

変更を希望する場合は、当社所定の方法による申込をなし、当社による変更登録を受けるこ

とによって、当社が指定する日より利用することができます。 

第 9 条（当社が行う契約解除の特則） 

1. 当社は、第 14 条の規定によりサービス利用を停止された利用者が、相当期間が経過し

てもなおその原因となった事実を解消しない場合には、本サービスの契約を解除できる

ものとします。 

2. 当社は、利用者が第 14 条の規定に該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著



しい支障が認められるときは、前項の定めにかかわらず、利用停止をしないで本サービ

スの契約を解除できるものとします。 

 

第 10 条（オプションサービスの提供） 

1. 利用者は、当社所定の方法による申し込みをなし、当社による登録を受けることによっ

て、別表 3 に規定するオプションサービスを当社が指定するサービス開始日より利用す

ることができます。 

2. 利用者がオプションサービスを契約しようとするときは、当社はそれぞれのオプション

サービスごとに第 4 条の規定に準じて取扱うものとします。 

3. 利用者は、オプションサービスを利用するときは、第 11 条、第 12 条に規定する条件を

あらかじめ異議なく承諾するものとします。 

4. 当社は、前項により申込者が希望したオプションサービスの提供が技術的に困難なとき

又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、そのオ

プションサービスの提供を拒むことができるものとします。 

5. 利用者は、オプションサービスの契約を終了させようとする月の 15 日までに、オプシ

ョンサービスの契約を終了させるとの意思表示を当社所定の方法で当社に通知するこ

とにより、当該月の末日をもってオプションサービスの利用契約を終了させることがで

きます。 

6. 本サービスが終了した場合、同時にオプションサービス契約も終了するものとします。 

 

第 11 条（ケーブル光電話） 

利用者は、ケーブル光電話を利用するときは、いんでガス光、ケーブル光電話利用契約の規

定に従うものとします。 

 

第 12 条（いんでガス光 テレビ伝送サービス） 

1. いんでガス光 テレビ伝送サービス（以下「本伝送サービス」といいます。）とは、映像

通信網を使用して行う電気通信サービス（以下「映像通信網サービス」といいます。）で

あって、当社が別に定める映像通信網サービスの第 1 種契約者回線からの着信のために

提供するもののうち利用回線（当社が本サービスを提供するために利用する電気通信回

線のうち、本伝送サービスにかかるものをいいます。以下同じとします。）を使用して、

提供するものです。 

2. 本伝送サービスは、利用者が宮城ケーブルテレビ TV 加入契約約款に定めるサービスを

契約中である場合、若しくは同時に申し込む場合のみ契約できるものとします。 

3. 本伝送サービスは、同一世帯で個人視聴を目的としてのみ利用できるものとします。 

4. 当社は、利用回線の終端に当社の回線終端装置を設置します。 

5. 本伝送サービス利用者は、回線終端装置を設置するために管路等の特別な設備を使用す

ることを希望する場合は、自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。 

6. 本伝送サービス利用者は、当社及び NTT 東日本が通信履歴等の情報を、NTT 東日本の



委託により本伝送サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、

同意するものとする。 

7. 移転等により、契約者回線が本伝送サービスの提供エリア外となった場合、当社は本伝

送サービス契約を解除するものとします。 

8. 本伝送サービスにかかる基本的な技術的事項は、以下に定めるとおりとします。 

 

物理的条件 
相互接続回路 

周波数範囲 送出電力等 

C15 形 F 型コネクタ 

（ JEITA  RC-5223A  

準拠） 

アナログ映像信号または 

デジタル映像信号 

70MHz～770MHz 

および 

1032MHz～2072MHz 

 

（アナログ映像信号につ

いては有線一般放送の品

質に関する技術基準を定

める省令（平成 23 年総務

省令第 95 号）第 21 条、デ

ジタル映像信号について

は同省令第 10 条に準拠し

た条件下において規定周

波数配列に各映像信号及

びその映像に付随する音

声信号を周波数多重した

電気信号） 

アナログ映像信号 

82.0dBµV 以上 

デジタル映像信号 

68.3dBµV 以上 

（64QAM、OFDM） 

72.0dBµV 以上 

（TC8PSK のダウンコン

バート） 

73.8dBµV 以上 

（256QAM） 

75.0dBµV 以上 

（TC8PSK の BS-IF） 

72.0dBµV 以上 

（QPSK） 

 

 

第 13 条（サービス提供の中止） 

1. 当社は、基本約款インターネット接続サービス標準契約約款第 20 条に該当したときは、

本サービス及びオプションサービスの提供を中止できるものとします。 

2. 当社は前項及び基本約款インターネットサービス接続サービス標準契約約款第 20 条に

基づく本サービス及びオプションサービスの提供の中止について、損害賠償または、各

サービスの料金の全部または一部の返還はしないものとします。 

 

第 14 条（利用停止） 

1. 当社は、本サービス及びオプションサービスの仕様として定める場合のほか、利用者が

以下のいずれかに該当するときは、本サービス及び本オプションサービスの提供を停止

できるものとします。 



（1） 本サービス及びオプションサービスが他の利用者に重大な支障を与える態様で使用

されたとき 

（2） 本サービス及びオプションサービスが違法な態様で使用されたとき 

（3） 前 2 号のほか、基本約款及び本約款の定めに違反する行為が行われたとき 

（4） 基本約款インターネット接続サービス標準契約約款第 21 条各号に該当したとき 

2. 当社は前項及び基本約款インターネットサービス接続サービス標準契約約款第 21 条に

基づく本サービス及びオプションサービスの提供の停止について、損害賠償はせず、各サ

ービスの料金については利用者に請求しないものとします。ただし、利用停止が解消され

た場合に直ちにサービスを提供できるようにするために当社が負担を要する費用（相互接

続事業者との相互接続利用契約に基づき発生する料金等）相当額は利用者に請求できるも

のとします。 

 

第 15 条（料金の計算・支払方法） 

1. 当社は、利用料金を暦月単位で計算して請求します。 

2. 別表 2 に規定する基本料金及び電話ユニバーサルサービス料、別表 3 に規定するオプシ

ョンサービス基本料金（以下、あわせて「基本料金」といいます。）については、サービ

ス開始日の翌月 1 日を起算日とし、課金するものとします。ただし、サービス開始日が

属する月に契約が終了する場合は、当該利用者は 1 ヶ月分の基本料金を支払うものとし

ます。 

3. 利用者は、暦月の途中に利用契約が終了する場合であっても、月末日までの基本料金を

支払うものとします。 

4. 契約終了にあたり、契約回線設備の撤去工事が必要な場合において、利用者の都合によ

り契約終了月の翌月 1 日までに撤去工事が完了しないときは、利用者は撤去工事完了月

までの基本料金を支払うものとします。 

5. 当社は、申し込み手続後、工事着手前に利用者が本サービスの契約を解除した場合は、

申し込み手続及び当該工事にかかる費用を請求しないものとし、すでにその料金が支払

われているときは、当社はその料金を返還します。 

6. 料金の支払方法は口座振替によるものとし、当社が別に定めたときはこれによります。 

7. 契約者の請求により、当社が料金の支払に関する請求書、振込用紙又は領収書を発行

した場合、契約者は別表 4 に定める手数料を当社に支払うものとします。 

 

第 16 条（自営端末設備） 

1. 利用者は、本サービス及びオプションサービスを利用するために必要となるパソコン等

の端末（以下「自営端末設備」といいます。）を自己の費用と責任において準備するもの

とします。 

2. 自営端末設備が端末設備等規則（昭和 60 年郵政省令第 31 号）（以下「技術基準」とい

います。）および端末設備等の接続の条件（以下「技術的条件」といいます。）に適合し

ない場合、当該自営端末設備での本サービスの利用はできないものとします。 



 

第 17 条（利用者の義務・責任） 

1. 利用者は、自らが所有し、設置・使用する電気通信設備（以下「自営電気通信設備」と

いいます。）を技術基準及び技術条件に適合するように維持するものとします。 

2. 利用者は、本サービス及び本オプションサービスの契約に基づき当社が設置した電気通

信設備（以下「当社電気通信設備」といいます。）を移動し、取り外し、変更し、分解し、

若しくは破損し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないものとします。ただ

し、天災、事変、その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若

しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときまたは当社が認め

るときはこの限りではありません。 

3. 利用者は当社電気通信設備を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとしま

す。 

4. 利用者は、前 2 項の規定に違反して当社電気通信設備を滅失または毀損したときは、そ

の補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。 

5. 利用者は、本サービス及び本オプションサービスを利用することができなくなったとき

は、自営端末設備等に故障、不具合のないことを確認の上、当社指定の窓口に連絡する

ものとします。 

6. 当社は利用者からサービス利用に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査

し必要な措置を講ずるものとします。調査の結果、異常の原因が利用者の故意又は過失

による故障であった場合には、その修復に要する費用は利用者が負担するものとします。 

7. 当社が電気通信設備に故障がないと判定した場合において、利用者の請求により当社又

は当社と提携している事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備等にあ

ったときは、その派遣に要した費用は利用者が負担するものとします。 

8. 本サービス及び本オプションサービスの契約終了もしくは利用サービスの変更等に伴

い、当社が利用者の宅内に設置した回線終端装置等の機器（以下「当社機器」といいま

す。）について当社が返還を求める場合は、利用者は速やかに当社機器を当社の指示に

従って返還するものとします。 

9. 前項の定めにもかかわらず、利用者から当社機器が返還されない場合、当社は利用者に

対し、別表 5 に定める購入代金相当額の損害金又は契約が終了した日の翌日から当社機

器が返還される日までの期間に対応する基本料金の倍額相当損害金のいずれかのうち、

当社が選択した損害金を請求できるものとします。 

 

第 18 条（自営端末設備に異常がある場合等の検査） 

1. 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合またはその他電

気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、利用者にそ

の自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査をうける

ことを求めることがあります。この場合、利用者は正当な理由がある場合その他事業法

施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けるものとします。 



2. 前項の検査を行った結果、自営端末設備が技術的条件に適合していると認められないと

きは、利用者はその自営端末設備を契約者回線から取り外すものとします。 

 

第 19 条（修理または復旧） 

1. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、直ちにその全部

を修理し、又は復旧する事ができないときは、基本契約インターネット接続サービス標

準契約約款第 33 条の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するために、次の順

位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。 

 

順位 修理又は復旧する電気通信設備 

1 気象機関との契約にかかるもの 

水防機関との契約にかかるもの 

消防機関との契約にかかるもの 

災害救助機関との契約にかかるもの 

警察機関との契約にかかるもの 

防衛機関との契約にかかるもの 

輸送の確保に直接関係がある機関との契約にかかるもの 

通信の確保に直接関係がある機関との契約にかかるもの 

電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約にかかるもの 

2 ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約にかかるもの 

水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約にかかるもの 

選挙管理機関との契約にかかるもの 

新聞社、放送事業者又は通信社の機関との契約にかかるもの 

預貯金業務を行う金融機関との契約にかかるもに 

国又は地方公共団体の機関との契約にかかるもの（第 1 順位となるものを除き

ます） 

3 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの 

2. 前項に定める新聞社、放送事業者及び通信社は以下の基準を備えた機関とします。 

区分 基準 

1 新聞社 （1） 日刊新聞紙を発行していること 

（2） 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議する

ことを目的として、あまねく発売されること 

（3） 発行部数が（2）の題号について 8,000 部以上であること 

2 放送事業者 放送法（昭和 25 年法律第 132 号）第 2 条第 23 号に規定する基幹放送事

業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 

3 通信社 新聞社または放送事業者にニュース（1 欄の基準のすべてを備えた日刊

新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためにニュースまたは



情報をいいます。）を供給することを主な目的とする通信社 

 

3. 当社は、利用者から修理、普及等の工事及びその他の請求があった場合に、その請求を

承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の

業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、

その理由を利用者に通知します。 

 

4. NTT 東日本は、電気通信設備の保守上若しくは、工事上やむを得ない場合または本サ

ービス及びオプションサービスの提供を継続する上で必要があると判断した場合は、利

用者に対して直接連絡を行うことがあります。この場合、利用者は NTT 東日本の指示

に従って対応するものとします。 

 

第 20 条（責任の制限） 

1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により本サービス及びオプションサービスの提供を

しなかったときを除き、本サービス及び本オプションサービスを全く利用できない状態

にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに

限り、その利用者の損害を賠償します。 

2. 前項の場合において、当社は、本サービス及び本オプションサービスが全く利用できな

い状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間（24 時間の倍数で

ある部分に限るものとし、24 時間を１日とします。）に対応する本サービス及び本オプ

ションサービスにかかる基本料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 

3. 当社の故意又は重大な過失により本サービス及び本オプションサービスの提供をしな

かったときは、前 2 項の規定は適用しません。 

 

第 21 条（免責） 

1. 当社は、本契約等の変更により自営端末設備等の改造または変更を要することとなる場

合であっても、その改造または変更に要する費用については負担しないものとします。 

2. 当社は、当社電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、利用者に関

する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重過失

によるものであるときを除き、その損害を賠償しないものとします。 

 

第 22 条（当社の維持責任） 

当社は、当社電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵政省令第 30 号）に適

合するように維持します。 

 

第 23 条（個人情報の取扱い） 

1. 当社は、本サービス及び本オプションサービスの提供に伴い、申込者の氏名、住所、電

話番号等の個人情報を NTT 東日本に開示します。 



2. 申込者は、当社が NTT 東日本へ開示した個人情報を NTT 東日本が記録、保管するこ

とおよび基本約款契約テレビジョン放送サービス約款第 25 条の定めに従い、第三者に

対して開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。 

3. 利用者は、本サービス及び本オプションサービスの提供に不可欠な、当社が業務を委託

する他の事業者から請求があったときは、当社が当該利用者の氏名、住所及び通信履歴

等をその事業者に通知または開示する場合があることについて、あらかじめ承諾するも

のとします。 

第 24 条（法令に規定する事項） 

IP 通信網サービス利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところに

よります。 

 

付 則 

1. この約款は、令和２年４月１日より改定実施します。 

2. この変更約款は令和３年５月２０日に改訂し、令和３年６月１日より施行するものとし、

施行前に締結された契約にも適用されるものとします。 

3. この変更約款は令和７年１１月１日に改訂し、令和７年１１月１日より施行するものと

し、施行前に締結された契約にも適用されるものとします。 

4. この変更約款は令和８年４月１日に改訂し、令和８年４月１日より施行するものとし、

施行前に締結された契約にも適用されるものとします。 

 

 

  



 

別表 1.手数料及び工事費（税込） 

料金種別 料金額 

契約事務手数料※1 3,300 円 

転用事務手数料※1 3,300 円 

事業者変更事務手数料※1 3,300 円 

光
回
線
工
事
費
※
2 

戸建 

派遣工事で屋内配線を新設
する場合 

19,800 円 

派遣工事で屋内配線を新設
しない場合 

8,360 円 

無派遣工事 2,200 円 

集合住宅 

派遣工事で屋内配線を新設
する場合 

16,500 円 
 

派遣工事で屋内配線を新設
しない場合 

8,360 円 
 

無派遣工事 2,200 円 

光回線速度変更工事費※3 
派遣工事 8,360 円 

無派遣工事 2,200 円 

土日祝日加算工事費※4 3,300 円 

 
工事費における加算額 

※工事費は、設備状況によって変更となる場合があります。 

 
※1 契約事務手数料、転用手数料、事業者変更手数料は新規に本サービスに申込むとき又は、
ケーブル光電話、テレビ伝送サービスを追加で申し込むときに申し受けます。 
※2 移転にかかる工事費は、光回線工事費と同額とします。 
※3 工事の内容によっては工事費が異なる場合があります。 
※4 土日祝日に工事を実施する場合に申し受けます。 
※5 基本工事費は、光配線工事費、光回線変更工事費の中に含まれています。（派遣工事の
場合で 4,950 円、無派遣工事の場合で 1,100 円です。） 
※6 別途、映像視聴にかかるテレビ接続工事（屋内同軸配線工事等）が発生する場合があり
ます。 
※7 宮城ケーブルテレビのテレビサービスを新規契約する場合は、別途加入金及び工事費等
が必要です。 
 

・夜間時間帯（17：00～22：00）及び年末年始（12 月 29 日～１月 3 日の 8：30～22：
00）に工事費の合計額（時刻指定工事費を除く）から 1,100 円を差し引いて 1.3 倍し
た額に 1,100 円を加算した金額を請求します。 
・深夜時間帯（22：00～翌朝 8：30）に工事を実施する場合、工事費の合計額（時刻指
定工事費を除く）から 1,100 円を差し引いて 1.6 倍した額に 1,100 円を加算した金額
を請求します。 
・時刻指定工事（1 時間ごとに設定可能）を希望の場合、時間帯により次の時間指定工
事を加算した金額を請求します。                

9：00～16：00 12,100 円 

17：00～21：00 22,000 円 

22：00～翌 8：00 33,000 円 

・工事費（基本工事費※5、時刻指定工事は除きます。）の合計が 31,900 円を超える場
合は、31,900 円までごとに加算額 3,850 円を請求します。 

テレビ伝送サービス工事費 
※6.※7 

光回線と同時工事の場合 3,300 円 

単独工事の場合 8,360 円 



別表 2 いんでガス光月額料金（税込） 
2-1 

料金種別 
サービス種別 

料金額 
住居タイプ 速度 

基本料金 
戸建 

1Gbps 

5,060 円/月 200Mbps 

100Mbps 

集合住宅 1Gbps 3,740 円/月 

2-2 割引料金 

TV・NET 割 
ﾗｲﾄ ﾈｸｽﾄ/ﾍﾞｰｼｯｸ ﾈｸｽﾄ/4K ﾍﾞｰｼｯｸ ﾈｸｽﾄ/ﾌｧﾐﾘｰ ﾈｸｽﾄ
/4K ﾌｧﾐﾘｰ ﾈｸｽﾄ（いずれかの放送ｻｰﾋﾞｽ）といんで
ガス光のセット契約 

550 円/月 

TEL 割 いんでガス光電話といんでガス光のセット契約 110 円/月 

ひかり割 
ﾗｲﾄ ﾈｸｽﾄ/ﾍﾞｰｼｯｸ ﾈｸｽﾄ/4K ﾍﾞｰｼｯｸ ﾈｸｽﾄ/ﾌｧﾐﾘｰ ﾈｸｽﾄ
/4K ﾌｧﾐﾘｰ ﾈｸｽﾄ（いずれかの放送サービス）といん
でガス光とﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰﾊﾟｯｸのセット契約 

957 円/月 

 
別表 3 いんでガス光 オプションサービス利用料金（税込） 

サービス種別 料金額 

機器レンタル料金 無線 LAN カード 330 円/月 

1Gbps 対応無線 LAN ルーター 330 円/月 

プロバイダーパック 660 円/月 

24 時間出張修理オプション 戸建 3,300 円/月 

集合 2,200 円/月 

リモートサポートサービス 550 円/月 

 
 
別表 4 各種手数料（税込） 

料金種別 料金額 

請求書発行手数料 220 円/通 

領収書発行手数料 220 円/月 

 
 
別表 5 損害金 

料金種別 料金額 

機器損害金 別に算定する実費 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


